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○ はじめに 

  学校評価については、「自己評価」は実施と公表が義務、「学校関係者評価」は実施 

 と公表に努めなければならないと法令で規定されており、皆様にはその実施に尽力い 

 ただいていることと思います。 

  一方で、評価の実施方法が正しいものなのかどうか疑問に思われている幼稚園もあ 

 ることと存じます。 

  本手引きは、そのような疑問の解決に資するために作成されたものになります。 

  別添の『幼稚園における学校評価ガイドライン（平成２３年改訂）』（文部科学省） 

 （以下、ガイドライン）を簡易化した内容となっており、「自己評価」と「学校関係 

 者評価」に関する記述を主としております。 

  情報量を少なくしておりますので、本手引きを参照の際には、ガイドラインも併せ 

 て御覧ください。 
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○ 参考 

  『幼稚園における学校評価ガイドライン』[平成２３年改訂] 文部科学省 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐ１ 



 
 

１ 学校評価とは 

  学校評価は、幼児が幼稚園において良い教育活動を享受できるよう、幼稚園運営の 
 改善と発展を目指す継続的な取組み（手段）です。 
  具体的には、①目標を設定し、②目標達成に向けて取組み、③その取組の評価と公 
 表並びに説明を行い、④その結果を踏まえて改善措置を講じ、再び①へという循環（い 
 わゆるＰＤＣＡサイクル）を繰り返し、幼稚園をより良いものに変えていこうという 
 取組みです。 
  学校評価の実施そのものが目的にならないよう上記の趣旨を理解していただくこ 
 とが重要です。 
 

 
 
 

Ｐ２ 

①目標・計画を設定

評価項目等を設定 

※この時に学校関係者

等と意見交換がある 

 と尚良い 

③評価と公表 
・自己評価の実施 

  と公表 

・学校関係者評価 

の実施と公表 

④課題の整理・ 
   改善措置 
※③の結果を踏まえる 

 こと 

②取組（教育活動）

※・保育活動の公開 

  ・意見交換の実施 

   ・中間評価   

を行うと尚良い 

 
学校評価（ＰＤＣＡサイクル） 

随時 

目安時期 
１月～３月 

目安時期 
１月～３月 

目安時期 
１月～３月 



 
 

２ 学校評価の形態 

  学校評価には３つの形態があります（下記図参照）。 
  ①→②（→③）の順に実施するのが基本です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  どの評価にも共通することですが、「アンケート」については評価ではなく、評価 
 を行う上での参考資料という位置付けになります（ガイドライン P3）。 
  自己評価については、職員会議や面談等で実施可能ですが、学校関係者評価につい 
 ては、評価委員会等によって場を設け、評価・意見をしてもらうことが適当と考えら 
 れます。例えば、評議員会で評価・意見をしてもらうことを想定しています。 
  先にも記載していますが、学校評価はあくまで幼稚園運営の改善と発展を目指す 
 「手段」です。ぜひこのような機会に学校関係者との繋がりを深め、幼稚園運営の発 
 展に努めてください。 
 

Ｐ３ 

○学校評価の３類型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①自己評価（義務） 

【主体】教職員・幼稚園 
【留意】保護者アンケートは自己評価を行う上での資料である 

②学校関係者評価（努力義務） 

【主体】保護者や地域住民等の学校関係者による委員会等 
【留意】①を踏まえ評価を実施 
   ※アンケートは学校関係者評価ではない 

③第三者評価 

【主体】法人及び外部専門家 
【留意】①及び②を踏まえつつ専門的な評価を実施 



 
 

３ 学校評価の実施手順 
  それでは実施手順を簡単に紹介していきます。本手引きの２ページ、３ページの図 
 も参照してください。（ガイドライン P5 以降） 
  下記（１）～（８）を繰り返す形になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐ４ 

（１）教育目標と運営方針の確認 

  幼稚園には各々「教育目標」があるはずです。また、その教育目標を達成す 
 るために幼稚園の運営方針（どのようなことを重点的に取り組むか）を定めて 
 いるかと思います。まずはこれらを確認することから始まります。 

（２）学校評価の具体的な目標、計画の設定 

  教育目標と運営方針を確認したら、幼稚園の現状を踏まえつつ、具体的な目標、 
 計画を設定します。 

（３）自己評価の評価項目、評価基準の設定 

  学校評価の具体的な目標や計画を設定したら、その達成に向けた取組や成果 
 を適切に評価するための評価項目を設定し、必要に応じて評価基準を設定しま 
 す。 
  ※ガイドライン P19 以降に評価項目等の設定の際の参考例が示されていま 
  す。 
 

（４）日常的な取組 

  （３）まで終えたら、各々が目標達成に向けて行動していきます。 
  ※学校関係者の保育活動の参観や意見交換の機会を設けると尚良い。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※学校評価は通信簿と似ている？ 
 学校の通信簿は教科ごとにそれぞれ目標と評価項目を設定して、授業の様子（達成に

向けた取組）、テスト（成果）等を考慮し学期毎に評価（自己評価）をしていますよね。

子どもはその通信簿を保護者（学校関係者）に見せて、頑張ったところ、もう少し頑張

る必要があるところを話し合う（関係者評価）と思います。 
 授業参観や三者面談も必要に応じて実施しています。 
 少し分かりにくい…と思った場合には、学校評価は幼稚園（及び教職員）の通信簿み

たいなものと捉えると分かりやすいかもしれません。 
Ｐ５ 

（５）自己評価の実施・公表 

  （１）～（３）で確認・設定したものを用いて、目標の達成状況、プロセ 
 スを把握し、整理していきます。その結果を踏まえて取組みについて評価を 
 行い、今後の改善方策に繋げていきます。 
  ※この自己評価を行う際に、保護者アンケート等の結果があると分析しや 
 すいとされています。自己評価を実施したら、その結果や評価基準、改善方 
 策を自己評価シートにまとめていき、公表を行います。 
 【公表の方法】 
  例）園便り、ＰＴＡ保護者会を利用した説明、幼稚園のＨＰへの掲載 

（６）学校関係者評価の実施・公表 

  学校関係者は（１）～（３）で設定したもの、自己評価の結果、結果を受け 
 た今後の改善策が適切か否かを評価していきます。 
  評価項目によっては、学校関係者が事前に保育活動を参観したりしていると 
 評価しやすいかもしれません。 
  学校関係者評価を実施したら、その結果をまとめ公表を行います。 

（７）第三者評価の実施 

  これについては省略します。（参考：ガイドライン P11～P16） 

（８）結果を踏まえた改善 

  （５）～（７）の結果を踏まえ、自己評価と改善方策の見直しを行い、今後の 
 目標設定や改善に繋げていきます。 


